
南風原町後期局齢者医療特別会計補正予算(第2号)

和 3 年度

沖縄県島尻郡南風原町

令



議案第20号

令和 3年度南風原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)

令和 3年度南風原町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第 2 号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,964千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ330,008千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1表

歳入歳出予算補正」による。

令和 4年3月16日 提出

南風原町長 赤 嶺 正 之



(歳入)

款

1.後期高齢者医療保険料

3.繰入金

第1表歳入歳出予算補正

歳 入

後期高齢者医療保険料

般会計繰入金

寸

項 補正前の額

261,994

2田,994

71,434

71,434

335,972

補 正額

△8,283

△8,283

2,319

2,319

△5,964

(単位:千円)
。十

2朋,711

253,711

73,7認

73,7認

330,008
合



(歳出)

款

2.後期高齢者医療広域連合納付金

歳 出

後期高齢者医療広域連合納付金
,十

項 補正前の額

322,9朋

322,953

335,972

補 正額

△5,964

△5,964

△5,964

(単位:千円)
,十

316,989

316,989

330,008
合



1.総

(歳

括

入

253,711

73,753

330,008

後期高齢者医療保険料

繰入金

款

歳 入

歳入歳出予算補正事項別明細書硫討舌)

補正前の額

261,994

71,434

335,972

補 正 額

△8,283

2,319

△5,964

(単位

,十

千円)

合

1
 
3



(歳出)

後期高齢者医療広域連合納付金

歳出合計

款 補正前の額

322,953

335,972

補正額

△5,964

△5,964

寸

316,989

330,008

国県支出金

特

補正予算の財源内訳

定財源

地方債
般財源

△5,964

△5,964

(単位:千円)

その他

0
 
0

0
 
0



2.歳

目

特別徴収保険料

普通徴収保険料

入

後期高齢者医療保険料

補正前の額補正額

136,駆5 △873

125,309 △7,410

,十

135,812

117,899

1項後期高齢者医療保険料
Ⅱ

区分 金
1.現年徴収分

1.現年分普通徴収保険
料

2田,994

1款後期高齢者医療保険料 1項

。十

額
△873現年分特別徴収保険料

△7,410 現年分普通徴収保険料

2脇,711

後期高齢者医療保険料

△8,2認

説 明

(単位:千円)

△873

△7,410

上
一
ず1

1
2



2.歳 入

目

般会計繰入金

3款 繰入金

補正前の額

71,434

補正額

2,319

。十

73,753

1項般会計繰入金

Ⅱ

区分
2.後期高齢者保険料保

険基盤安定負担金(
保険料軽減分)

3 款繰入金 1項

。十

金
説 明額

2,319 後期高齢者保険料保険基盆安定負担金

71,434

般会計繰入金

2,319 73,7認

(単位:千円)

q呆険料軽減分)

2,319



3.歳 出

目

後期高齢者

医療広域連

合納付金

2 款後期高齢者医療広域連合納付金
ネ正

補正前の額補正額 升

国県支出金
322,369 △5,964 316,4備

の

地方債

1 項後期高齢者医療広域連合納付金
訳 Ⅱ

般財源 区分

△5,964 18.負担金、

補助及び

交付金

2款

322,953 △5,964

後期高齢者医療広域連合納付金 1 項

。十 △5,964

(単位:千円)

説 明金額

△5,964 後期高齢者医療保険料△8,283
後期高齢者保険料保険基盤安定負
扣金 q呆険料軽減分) 2,319

316,989

後期高齢者医療広域連合納付金

源
他の

、
源
そ


